
公

害

等

調

整

委

員

会

公

示

第

三

号

渡

良

瀬

遊

水

池

関

係

鉱

区

禁

止

地

域

指

定

請

求

の

変

更

渡

良

瀬

遊

水

池

関

係

鉱

区

禁

止

地

域

指

定

請

求

（

昭

和

四

十

九

年

十

一

月

十

八

日

公

害

等

調

整

委

員

会

公

示

第

三

十

二

号

）

の

一

部

に

つ

い

て

、

国

土

交

通

大

臣

か

ら

変

更

の

請

求

が

あ

っ

た

の

で

、

鉱

業

等

に

係

る

土

地

利

用

の

調

整

手

続

等

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

九

十

二

号

）

第

二

十

二

条

第

二

項

及

び

鉱

業

等

に

係

る

土

地

利

用

の

調

整

手

続

等

に

関

す

る

法

律

の

施

行

等

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

二

十

六

年

土

地

調

整

委

員

会

規

則

第

二

号

）

第

七

条

の

規

定

に

よ

り

、

次

の

と

お

り

公

示

す

る

。

平

成

十

五

年

七

月

三

十

一

日

公

害

等

調

整

委

員

会

委

員

長

加

藤

和

夫

一

第

二

項

地

域

の

所

在

地

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

二

地

域

の

所

在

地

栃

木

県

下

都

賀

郡

藤

岡

町

・

同

郡

野

木

町

、

群

馬

県

邑

楽

郡

板

倉

町

及

び

埼

玉

県

北

埼

玉

郡

北

川

辺

町

地

内

二

第

四

項

地

域

の

境

界

の

表

示

の

表

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

境

界

点

位

置

備

考

座

標

Ｘ

（

＋

）

メ

ー

ト

ル

座

標

Ｙ

（

－

）

メ

ー

ト

ル

の

番

号

１

二

一

、

九

六

九

一

三

、

四

四

五

表

示

の

座

標

は

、

国

土

調

査

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

２

二

二

、

二

四

二

一

三

、

九

〇

七

十

号

）

に

基

づ

く

新

平

面

座

標

系



３

二

三

、

一

六

四

一

五

、

〇

九

〇

９

座

標

に

よ

る

。

４

二

三

、

九

一

四

一

五

、

六

五

○

５

二

五

、

九

六

三

一

六

、

一

四

二

６

二

六

、

一

六

七

一

三

、

七

九

三

７

二

四

、

七

○

○

一

二

、

六

三

六

８

二

三

、

五

六

八

一

二

、

五

一

九

９

二

二

、

一

九

八

一

三

、

一

四

六

三

第

五

項

地

域

図

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

新

し

い

地

域

図

）

四

第

六

項

地

域

の

面

積

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

一

、

〇

〇

〇

・

四

三

ヘ

ク

タ

ー

ル

（
（

（

五

第

七

項

請

求

の

理

由

の

要

旨

一

、

二

及

び

四

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（
）
）

）

一

請

求

地

域

は

、

渡

良

瀬

川

の

利

根

川

へ

の

合

流

点

付

近

に

設

け

ら

れ

た

渡

良

瀬

遊

水

池

地

内

の

）

渡

良

瀬

貯

水

池

周

辺

の

地

域

で

あ

る

。

渡

良

瀬

貯

水

池

は

、

同

遊

水

池

の

主

要

な

設

備

と

し

て

、

面

積

約

四

五

○

ヘ

ク

タ

ー

ル

、

総

貯

水

量

二

、

六

四

○

万

立

方

メ

ー

ト

ル

の

多

目

的

貯

水

池

で

あ

る

。



（

二

首

都

圏

に

お

け

る

水

需

要

の

急

激

な

増

加

に

か

ん

が

み

、

利

根

川

の

豊

水

時

に

余

剰

水

を

貯

留

）

、

、

、

し

渇

水

時

に

同

川

に

補

給

を

行

っ

て

近

年

慢

性

化

し

つ

つ

あ

る

渇

水

に

対

処

す

る

と

と

も

に

洪

水

対

策

、

流

水

の

正

常

な

機

能

の

維

持

・

増

進

及

び

都

市

用

水

の

確

保

を

図

る

た

め

、

第

一

調

節

池

の

一

部

を

掘

削

し

て

、

渡

良

瀬

貯

水

池

を

設

け

る

計

画

で

あ

る

。

（

四

請

求

地

域

内

で

鉱

業

権

が

設

定

さ

れ

、

鉱

物

の

掘

採

が

行

わ

れ

る

な

ら

ば

、

地

下

の

不

透

水

層

）

が

損

傷

さ

れ

、

漏

水

の

た

め

、

周

辺

の

地

下

水

位

の

低

下

や

地

盤

沈

下

を

引

き

起

こ

し

、

渡

良

瀬

貯

水

池

の

保

全

に

重

大

な

支

障

を

与

え

る

お

そ

れ

が

あ

る

の

で

、

鉱

区

禁

止

地

域

の

指

定

を

請

求

す

る

も

の

で

あ

る

。

六

第

八

項

審

問

の

申

出

等

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

一

本

件

に

関

し

、

審

問

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

（

土

地

所

有

者

、

土

地

に

関

し

て

権

利

を

有

す

る

）

者

、

鉱

業

権

者

、

鉱

業

出

願

人

そ

の

他

の

利

害

関

係

人

）

は

、

鉱

業

等

に

係

る

土

地

利

用

の

調

整

手

続

等

に

関

す

る

法

律

の

施

行

等

に

関

す

る

規

則

第

八

条

の

規

定

に

よ

り

、

そ

の

氏

名

、

職

業

、

住

所

並

び

に

そ

の

述

べ

よ

う

と

す

る

意

見

の

要

旨

及

び

そ

の

理

由

を

記

載

し

た

文

書

を

平

成

一

五

年

九

月

八

日

（

月

）

ま

で

に

、

東

京

都

千

代

田

区

霞

が

関

三

丁

目

一

番

一

号

中

央

合

同

庁

舎

第

四

号

館

内

公

害

等

調

整

委

員

会

に

提

出

さ

れ

た

い

。

審

問

に

つ

い

て

の

詳

細

は

、

追

っ

て

本

人

に

通

知

す

る

。

（

二

公

聴

会

の

開

催

）
（

１

期

日

平

成

一

五

年

一

○

月

七

日

（

火

）

午

後

一

時

三

○

分
）



（

２

場

所

東

京

都

千

代

田

区

霞

が

関

三

丁

目

一

番

一

号

中

央

合

同

庁

舎

第

四

号

館

内

）

公

害

等

調

整

委

員

会

公

聴

会

会

場

（

３

そ

の

他

）

ア

公

聴

会

に

出

席

し

て

意

見

を

述

べ

よ

う

と

す

る

者

は

、

鉱

業

等

に

係

る

土

地

利

用

の

調

整

手

続

等

に

関

す

る

法

律

の

施

行

等

に

関

す

る

規

則

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

そ

の

氏

名

、

職

業

、

住

所

及

び

そ

の

述

べ

よ

う

と

す

る

意

見

の

要

旨

を

記

載

し

た

文

書

を

、

平

成

一

五

年

九

月

八

日

（

月

）

ま

で

に

、

東

京

都

千

代

田

区

霞

が

関

三

丁

目

一

番

一

号

中

央

合

同

庁

舎

第

四

号

館

内

公

害

等

調

整

委

員

会

に

提

出

さ

れ

た

い

。

イ

出

席

者

に

つ

い

て

は

、

申

し

出

た

者

及

び

そ

の

他

の

者

の

う

ち

か

ら

公

害

等

調

整

委

員

会

が

選

定

し

、

そ

の

旨

本

人

に

通

知

す

る

。


